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Ⅰ 共通編 

１． 総則 

  

1.1 一般事項 

1.1.4 法令等の遵守 

１．受注者は、当該工事に関する法令、条例、規則等(以下「関係法

令等」という。)を遵守するよう、自己の責任において適正な運用を

図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。なお、主な関係法

令等は以下に示すとおりである。 

(１)建設業法          (令和 3年 5月改正 法律第 48号) 

(２)道路法             (令和 3年 3月改正 法律第 9号) 

(３)河川法            (令和 3年 5月改正 法律第 31号) 

(４)建築基準法          (令和 3年 5月改正 法律第 44号) 

(５)電気事業法          (令和 2年 6月改正 法律第 49号) 

(６)電波法                       (令和 3年 3月改正 法律第 19号) 

(７)測量法                       (令和元年 6月改正 法律第 37号) 

(８)砂防法                     (平成 25年 11月改正 法律第 76号) 

(９)地すべり等防止法            (平成 29年 6月改正 法律第 45号) 

(10)砂利採取法                  (平成 27年 6月改正 法律第 50号) 

(11)下水道法                     (令和 3年 5月改正 法律第 31号) 

(12)軌道法                       (令和 2年 6月改正 法律第 41号) 

(13)航空法                       (令和 3年 6月改正 法律第 65号) 

(14)水道法                       (令和元年 1月改正 法律第 37号) 

(15)環境基本法                   (令和 3年 5月改正 法律第 36号) 

Ⅰ 共通編 

１． 総則 

  

1.1 一般事項 

1.1.4 法令等の遵守 

１．受注者は、当該工事に関する法令、条例、規則等(以下「関係法

令等」という。)を遵守するよう、自己の責任において適正な運用を

図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。なお、主な関係法

令等は以下に示すとおりである。 

(１)建設業法          (平成 25年 11月改正 法律第 86号) 

(２)道路法           (平成 25年 11月改正 法律第 76号) 

(３)河川法           (平成 25年 11月改正 法律第 76号) 

(４)建築基準法         (平成 25年 6月改正  法律第 44号) 

(５)電気事業法         (平成 25年 11月改正 法律第 74号) 

(６)電波法                      (平成 26年 4月改正  法律第 26号) 

(７)測量法                      (平成 23年 6月改正  法律第 61号) 

(８)砂防法                      (平成 25年 11月改正 法律第 76号) 

(９)地すべり等防止法            (平成 25年 11月改正 法律第 76号) 

(10)砂利採取法                  (平成 23年 7月改正  法律第 84号) 

(11)下水道法                   (平成 23年 12月改正 法律第 122号) 

(12)軌道法                      (平成 18年 3月改正  法律第 19号) 

(13)航空法                      (平成 23年 5月改正  法律第 54号) 

(14)水道法                     (平成 23年 12月改正 法律第 122号) 

(15)環境基本法                  (平成 24年 6月改正  法律第 47号) 
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(16)水質汚濁防止法              (平成 29年 6月改正 法律第 45号) 

(17)湖沼水質保全特別措置法      (平成 26年 6月改正 法律第 72号) 

(18)大気汚染防止法               (令和 2年 3月改正 法律第 39号) 

(19)振動規制法                  (平成 26年 6月改正 法律第 72号) 

(20)騒音規制法                  (平成 26年 6月改正 法律第 72号) 

(21)労働基準法                   (令和 2年 3月改正 法律第 14号) 

(22)労働者災害補償保険法         (令和２年 6月改正 法律第 40号) 

(23)職業安定法                   (令和元年 6月改正 法律第 37号) 

(24)中小企業退職金共済法         (令和 2年 6月改正 法律第 40号) 

(25)下請代金遅延等防止法        (平成 21年 6月改正 法律第 51号) 

(26)雇用保険法                   (令和 3年 6月改正 法律第 58号) 

(27)作業環境測定法               (令和元年 6月改正 法律第 37号) 

(28)じん肺法                    (平成 30年 7月改正 法律第 71号) 

(29)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 

(令和 2年 3月改正 法律第 14号) 

(30)出入国管理及び難民認定法     (令和 3年 6月改正 法律第 69号) 

(31)道路交通法                   (令和 2年 6月改正 法律第 52号) 

(32)道路運送法                   (令和 2年 6月改正 法律第 36号) 

(33)道路運送車両法               (令和 3年 5月改正 法律第 37号) 

(34)消防法                       (令和 3年 5月改正 法律第 36号) 

(35)毒物及び劇物取締法          (平成 30年 6月改正 法律第 66号) 

(36)火薬類取締法                 (令和元年 6月改正 法律第 37号) 

(37)建設工事公衆災害防止対策要綱  

 (令和元年 9月国土交通省告示 496号) 

 

(16)水質汚濁防止法              (平成 25年 6月改正  法律第 60号) 

(17)湖沼水質保全特別措置法      (平成 25年 6月改正  法律第 60号) 

(18)大気汚染防止法              (平成 25年 6月改正  法律第 60号) 

(19)振動規制法                 (平成 23年 12月改正 法律第 122号) 

(20)騒音規制法                 (平成 23年 12月改正 法律第 122号) 

(21)労働基準法                  (平成 24年 6月改正  法律第 42号) 

(22)労働者災害補償保険法        (平成 26年 4月改正  法律第 28号) 

(23)職業安定法                  (平成 26年 4月      法律第 22号) 

(24)中小企業退職金共済法        (平成 23年 4月改正  法律第 26号) 

(25)下請代金遅延等防止法        (平成 21年 6月改正  法律第 51号) 

(26)雇用保険法                   (平成 24年 3月改正  法律第 9号) 

(27)作業環境測定法              (平成 23年 6月改正  法律第 74号) 

(28)じん肺法                   (平成 16年 12月改正 法律第 150号) 

(29)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 

(平成 25年 11月改正 法律第 86号) 

(30)出入国管理及び難民認定法    (平成 25年 11月改正 法律第 86号) 

(31)道路交通法                  (平成 25年 11月改正 法律第 86号) 

(32)道路運送法                  (平成 25年 11月改正 法律第 83号) 

(33)道路運送車両法              (平成 26年 4月改正  法律第 22号) 

(34)消防法                      (平成 25年 6月改正  法律第 44号) 

(35)毒物及び劇物取締法         (平成 23年 12月改正 法律第 122号) 

(36)火薬類取締法                (平成 25年 6月改正  法律第 44号) 

(37)建設工事公衆災害防止対策要綱   (平成 5年 1月建設事務次官通達) 
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(38)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(令和元年 6月改正 法律第 37号) 

(39)資源の有効な利用の促進に関する法律 

(平成 26年 6月改正 法律第 69号) 

(40)文化財保護法                 (令和 3年 3月改正 法律第 22号) 

(41)労働安全衛生法             (平成 26年 12月改正 法律第 82号) 

(42)労働安全衛生規則   (令和 3年 12月改正 厚生労働省令第 188号) 

(43)特定化学物質等障害予防規則 

(令和 2年 4月改正 厚生労働省令第 89号) 

(44)石綿障害予防規則     (令和 3年 5月改正 厚生労働省令第 96号) 

(45)酸素欠乏症等防止規則(平成 30年 6月改正 厚生労働省令第 75号) 

(46)健康保険法                   (令和 4年 1月改正 法律第 66号) 

(47)都市公園法                  (平成 29年 5月改正 法律第 26号) 

(48)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

(令和 3年 5月改正 法律第 37号) 

(49)土壌汚染対策法              (平成 29年 6月改正 法律第 45号) 

(50)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

(令和 3年 5月改正 法律第 37号) 

(51)広域連合企業団水道用水供給条例 

(平成 31年 広域連合企業団条例第 31号) 

(52)自然環境保全法              (平成 31年 4月改正 法律第 20号) 

(53)自然公園法                   (令和 3年 5月改正 法律第 29号) 

(54)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

(令和 3年 5月改正 法律第 36号) 

(55)河川法施行法                (令和元年12月改正 法律第183号) 

(38)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

(平成 25年 11月改正 法律第 86号) 

(39)資源の有効な利用の促進に関する法律 

(平成 25年 5月改正 法律第 25号) 

(40)文化財保護法                 (平成 23年 5月改正 法律第 37号) 

(41)労働安全衛生法               (平成 23年 6月改正 法律第 74号) 

(42)労働安全衛生規則   (平成 25年 11月改正 厚生労働省令第 125号) 

(43)特定化学物質等障害予防規則 

(平成 25年 8月改正 厚生労働省令第 96号) 

(44)石綿障害予防規則     (平成 26年 3月改正 厚生労働省令第 50号) 

(45)酸素欠乏症等防止規則(平成 15年 9月改正 厚生労働省令第 175号) 

(46)健康保険法                   (平成 25年 5月改正 法律第 26号) 

(47)都市公園法                 (平成 23年 12月改正 法律第 122号) 

(48)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

(平成 23年 8月改正 法律第 105号) 

(49)土壌汚染対策法               (平成 23年 6月改正 法律第 74号) 

(50)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

(平成 21年 6月改正 法律第 51号) 

(51)広域連合企業団水道用水供給条例 

(平成 31年 広域連合企業団条例第 31号) 

(52)自然環境保全法               (平成 26年 5月改正 法律第 46号) 

(53)自然公園法                   (平成 25年 6月改正 法律第 44号) 

(54)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

(平成 15年 7月改正 法律第 119号) 

(55)河川法施行法               (平成 11年 12月改正 法律第 160号) 
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(56)技術士法                      (令和元年 6月改正 法律第 37号) 

(57)計量法                       (平成 26年 6月改正 法律第 69号) 

(58)厚生年金保険法                (令和 2年 6月改正 法律第 40号) 

(59)最低賃金法                   (平成 24年 4月改正 法律第 28号) 

(60)所得税法                      (令和 3年 3月改正 法律第 11号) 

(61)著作権法                      (令和 2年 6月改正 法律第 48号) 

(62)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特

別措置法 

(令和 2年 6月改正 法律第 42号) 

(63)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 

(令和 2年 3月改正 法律第 14号) 

(64)農薬取締法                   (令和元年12月改正 法律第62号) 

(65)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 

(平成 29年 5月 法律第 41号) 

(66)公共工事の品質確保の促進に関する法律 

(令和元年 6月 法律第 35号) 

(67)警備業法                      (令和元年 6月改正 法律第 37号) 

(68)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

(令和元年 6月改正 法律第 37号) 

(69)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

(令和 2年 6月改正 法律第 42号) 

 

1.1.21 保険の付保及び事故の補償 

４．１件あたりの契約金額が 500万円以上の建設工事を受注した建

設業者は、勤労者退職金共済機構・建設業退職金共済事業本部の掛金

(56)技術士法                     (平成 23年 6月改正 法律第 74号) 

(57)計量法                      (平成 23年 8月改正 法律第 105号) 

(58)厚生年金保険法               (平成 26年 5月改正 法律第 42号) 

(59)最低賃金法                   (平成 24年 4月改正 法律第 27号) 

(60)所得税法                     (平成 24年 3月改正 法律第 16号) 

(61)著作権法                     (平成 26年 5月改正 法律第 35号) 

(62)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特

別措置法 

(平成 25年 6月改正 法律第 44号) 

(63)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 

(平成 23年 5月改正 法律第 47号) 

(64)農薬取締法                    (平成 19年 3月改正 法律第 8号) 

(65)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 

(平成 17年 5月 法律第 51号) 

(66)公共工事の品質確保の促進に関する法律 

(平成 17年 3月 法律第 18号) 

(67)警備業法                     (平成 23年 6月改正 法律第 61号) 

(68)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

(平成 24年 6月改正 法律第 42号) 

(69)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

(平成 25年 6月改正 法律第 44号) 

 

1.1.21 保険の付保及び事故の補償 

４．１件あたりの契約金額が 500万円以上の建設工事を受注した建

設業者は、勤労者退職金共済機構・建設業退職金共済事業本部の掛金
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収納書（発注官公庁等用）を貼付した「建設業退職金共済証紙（退職

金ポイント）購入状況報告書」を建設工事契約締結後１ケ月以内に提

出し、掛金の収納の確認を受けなければならない。 

なお、報告書を期限内に提出できない受注者は、あらかじめその理

由及び共済証紙の購入予定時期を記入した「建設業退職金共済証紙

（退職金ポイント）購入状況報告遅延報告書」を提出しなければなら

ない。 

 

1.2 工事施工 

1.2.11 工事現場標識 

受注者は、工事現場の一般通行人の見やすい場所に工事名・工事個

所・工事期間・事業主体名・工事受注者名・電話番号及び現場責任者

氏名等を記載した大型の標示板を設置するほか、道路に係る工事の施

工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所

轄警察署と打ち合わせを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標

示に関する命令（令和 2年 3月改正内閣府・国土交通省令第 3号）、

道路工事現場における標示施設等の設置基準（建設省道路局長通知、

平成 18年 3月 31日）、道路工事現場における表示施設等の設置基準

の一部改正について（局長通知平成 18年 3月 31日国道利 37号・国

道国防第 205号）、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看

板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知

平成 18年 3月 31日国道利 38号・国道国防第 206号）及び道路工事

保安施設設置基準（令和元年 5月 21日改正国関整道管第 8号）に基

づき、安全対策を講じなければならない。 

 

収納書（発注官公庁等用）を貼付した「建設業退職金共済証紙購入状

況報告書」を建設工事契約締結後１ケ月以内に提出し、掛金の収納の

確認を受けなければならない。 

なお、報告書を期限内に提出できない受注者は、あらかじめその理

由及び共済証紙の購入予定時期を記入した「建設業退職金共済証紙購

入状況報告遅延報告書」を提出しなければならない。 

 

 

1.2 工事施工 

1.2.11 工事現場標識 

受注者は、工事現場の一般通行人の見やすい場所に工事名・工事個

所・工事期間・事業主体名・工事受注者名・電話番号及び現場責任者

氏名等を記載した大型の標示板を設置するほか、道路に係る工事の施

工にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所

轄警察署と打ち合わせを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標

示に関する命令（平成 24年 2月 27日改正内閣府・国土交通省令第

１号）、道路工事現場における標示施設等の設置基準（建設省道路局

長通知、昭和 37年 8月 30日）、道路工事現場における表示施設等の

設置基準の一部改正について（局長通知平成 18年 3月 31日国道利

37号・国道国防第 205号）、道路工事現場における工事情報板及び工

事説明看板の設置について（国土交通省道路局路政課長、国道・防災

課長通知平成 18年 3月 31日国道利 38号・国道国防第 206号）及び

道路工事保安施設設置基準（案）（建設省道路局国道第一課通知昭和

47年 2月）に基づき、安全対策を講じなければならない。 
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1.2.22 建設副産物の処理 

２．受注者は、建設発生土及び建設廃棄物（コンクリート塊、アス

ファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄

物等）などの建設副産物の取扱いにあたっては、「建設リサイクル推

進計画 2020」「千葉県建設リサイクル推進計画 2016ガイドライン」

「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」「建設発生土管理

基準」等に基づき建設副産物の適正な処理及び再生資材の利用を図ら

なければならない。 

４．受注者は、「建設リサイクル推進計画 2016ガイドライン」に基

づき請負金額 100万円以上の工事について、建設資材の利用、建設副

産物の発生・排出の量の大小及び有無にかかわらず、「再生資源利用

計画書（実施書）」及び「再生資源利用促進計画書（実施書）」を作成

し、電子データ（建設リサイクルデータ統合システム－ＣＯＢＲＩＳ

（コブリス）－）とともに提出しなければならない。また、「資源有

効利用促進法」に基づき「再生資源利用促進計画」及び「再生資源利

用計画」を公衆の見えやすい場所へ掲示しなければならない。 

 

1.3 安全管理 

1.3.1 工事中の安全確保 

１．受注者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術

審議官通達、令和 2年 3月）、建設機械施工安全技術指針（国土交通

省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通

達、平成 17年３月 31日）及びＪＩＳ Ａ ８９７２（斜面・法面工

事用仮設設備）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管理を行

い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は、当

1.2.22 建設副産物の処理 

２．受注者は、建設発生土及び建設廃棄物（コンクリート塊、アス

ファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄

物等）などの建設副産物の取扱いにあたっては、「千葉県建設リサイ

クル推進計画 2016」「千葉県建設リサイクル推進計画 2016ガイドラ

イン」「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」「建設発生土

管理基準」等に基づき建設副産物の適正な処理及び再生資材の利用を

図らなければならない。 

４．受注者は、「千葉県建設リサイクル推進計画 2016ガイドライン」

に基づき請負金額 100万円以上の工事について、建設資材の利用、建

設副産物の発生・排出の量の大小及び有無にかかわらず、「再生資源利

用計画書（実施書）」及び「再生資源利用促進計画書（実施書）」を作

成し、電子データ（建設リサイクルデータ統合システム－ＣＯＢＲＩ

Ｓ（コブリス）－）とともに提出しなければならない。 

 

 

 

1.3 安全管理 

1.3.1 工事中の安全確保 

１．受注者は、土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術

審議官通達、平成 21年３月 31日）、建設機械施工安全技術指針（国

土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画

課長通達、平成 17年３月 31日）及びＪＩＳ Ａ ８９７２（斜面・

法面工事用仮設設備）を参考にして、常に工事の安全に留意し現場管

理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針

(変更) 
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該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。 

９．受注者は、クレーン、車両系建設機械等を設置及び使用する場

合、労働安全衛生規則（平成 25年 11月改正、厚生労働省令第 125

号）、クレーン等安全規則（令和 2年 12月 25日改正、厚生労働省令

第 208号）等を遵守し、安全管理対策を講じなければならない。 

11．受注者は、工事に圧気を使用する場合、労働安全衛生規則、高

気圧作業安全衛生規則（令和 2年 12月 25日改正、厚生労働省令第

208号）等を遵守し、安全管理対策を講じなければならない。 

 

1.3.3 交通及び保安上の措置 

１．受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたり、交通

の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打ち合わせ

を行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（平成

26年５月 26日改正、内閣府・国土交通省令第４号）、道路工事現場

における標示施設等の設置基準（建設省道路局長通知、昭和 37年 8

月 30日）、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正に

ついて（局長通知平成 18年３月 31日国道利 37号・国道国防第 205

号）、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置につ

いて（国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成 18年３

月 31日国道利 38号・国道国防第 206号）及び道路工事保安施設設

置基準（令和元年 5月 21日改正 国関整道管第 8号）に基づき安全対

策を講じなければならない。 

11．受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（令

和 3年 7月 9日改正、政令第 198号）第 3条における一般的制限値

を超える車両を通行させるときは、道路法第 47条の 2に基づく通行

は、当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。 

９．受注者は、クレーン、車両系建設機械等を設置及び使用する場

合、労働安全衛生規則（平成 25年 11月改正、厚生労働省令第 125

号）、クレーン等安全規則（平成 18年１月５日改正、厚生労働省令第

１号）等を遵守し、安全管理対策を講じなければならない。 

11．受注者は、工事に圧気を使用する場合、労働安全衛生規則、高

気圧作業安全衛生規則（平成 24年１月 20日改正、厚生労働省令第６

号）等を遵守し、安全管理対策を講じなければならない。 

 

1.3.3 交通及び保安上の措置 

１．受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたり、交通

の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打ち合わせ

を行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（平成

26年５月 26日改正、内閣府・国土交通省令第４号）、道路工事現場

における標示施設等の設置基準（建設省道路局長通知、昭和 37年 8

月 30日）、道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正に

ついて（局長通知平成 18年３月 31日国道利 37号・国道国防第 205

号）、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置につ

いて（国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成 18年３

月 31日国道利 38号・国道国防第 206号）及び道路工事保安施設設

置基準（平成 18年４月１日改正、国関整道管第 65号）に基づき安全

対策を講じなければならない。 

11．受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（平

成 23年 12月 26日改正、政令第 424号）第 3条における一般的制限

値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47条の 2に基づく通

 

(変更) 
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許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施

行令（令和 3年 6月 18日改正 政令第 172号）第 22条における制限

を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法（平

成 24年 8月改正法律第 67号）第 57条に基づく許可を得ていること

を確認しなければならない。 

 

1.3.4 過積載の防止 

１．受注者は、大量の土砂及び大型の工事用資機材の運搬を伴う工

事を施工する場合は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の

防止等に関する特別措置法（平成 26年６月 13日改正、法律第 69号）、

車両制限令（令和 3年月 9日改正、政令第 198号）及び千葉県土砂

運搬適正化対策要綱（令和 3年 10月 1日改正）を遵守し、関係機関

と協議して、通行道路、通行期間、交通誘導員の配置、標識、安全施

設等の設置場所、その他交通安全対策上の必要事項について搬送計画

を立て、監督職員に提出しなければならない。なお、車両制限令第３

条第１項に定める制限を越えて工事用資材及び機械等を運搬する場

合は、道路法第 47条の２に基づく通行許可を受けなければならない。 

 

２．受注者は、土砂、資材等を運搬する場合は、ダンプカーの過積

載防止を厳守するとともに、道路交通法（令和 2年 6月改正 法律第

52号）に従い、次の事項を遵守しなければならない。 

 

1.3.5 事故防止 

７．受注者は、仮設備の電気工事にあたっては、電気設備に関する

技術基準を定める省令（令和 3年 3月 31日、経済産業省令第 28号）

行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法

施行令（平成 24年 3月 22日改正政令第 54号）第 22条における制

限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法

（平成 24年 8月改正法律第 67号）第 57条に基づく許可を得ている

ことを確認しなければならない。 

 

1.3.4 過積載の防止 

１．受注者は、大量の土砂及び大型の工事用資機材の運搬を伴う工

事を施工する場合は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の

防止等に関する特別措置法（平成 26年６月 13日改正、法律第 69号）、

車両制限令（平成 23年 12月 26日改正、政令第 424号）及び千葉県

土砂運搬適正化対策要綱（平成 23年４月１日改正）を遵守し、関係

機関と協議して、通行道路、通行期間、交通誘導員の配置、標識、安

全施設等の設置場所、その他交通安全対策上の必要事項について搬送

計画を立て、監督職員に提出しなければならない。なお、車両制限令

第３条第１項に定める制限を越えて工事用資材及び機械等を運搬す

る場合は、道路 法第 47条の２に基づく通行許可を受けなければな

らない。 

２．受注者は、土砂、資材等を運搬する場合は、ダンプカーの過積

載防止を厳守するとともに、道路交通法（平成 25年 11月改正 法律

第 86号）に従い、次の事項を遵守しなければならない。 

 

1.3.5 事故防止 

７．受注者は、仮設備の電気工事にあたっては、電気設備に関する

技術基準を定める省令（昭和 40年 6月 15日、通商産業省令第 61号）
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等により、電気技術者が行わなければならない。 

 

1.3.7 事故時等の報告 

受注者は、事故の程度、休日及び夜間を問わず、迅速に第一報を入

れ、工事事故報告書を指示する期日までに、監督職員に提出しなけれ

ばならない。 

1.3.8 環境対策 

６．受注者は、工事の施工にあたり表 1.2に示す一般工事用建設機

械を使用する場合、及びトンネル坑内作業にあたり表 1.3に示すトン

ネル工事用建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガス対

策の規制等に関する法律（平成 29年法律第 41号）」に基づく技術基

準に適合する機械、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平

成 14年４月１日改正、国総施第 225号）」、「第３次排出ガス対策型

建設機械の普及促進に関する規程（平成 24年 3月 23日付け国土交

通省告示第 318号）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定

要領（平成 28年 8月 30日付け国総環リ第 6号）」に基づき指定され

た排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。排出ガス対策

型建設機械を使用できない場合は、平成 7年度建設技術評価制度公募

課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開

発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは

建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着し

た建設機械についても、排出ガス対策型建設機械と同等と見なすこと

ができる。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するもの

とする。 

等により、電気技術者が行わなければならない。 

 

1.3.7 事故時等の報告 

事故の発生原因、措置及び被害状況をまとめた工事事故報告書を指

示する期日までに、監督職員に提出しなければならない。 

 

1.3.8 環境対策 

６．受注者は、工事の施工にあたり表 1.2に示す一般工事用建設機

械を使用する場合、及びトンネル坑内作業にあたり表 1.3に示すトン

ネル工事用建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガス対

策の規制等に関する法律（平成 17年法律第 51号）」に基づく技術基

準に適合する機械、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平

成 14年４月１日改正、国総施第 225号）」、「第３次排出ガス対策型

建設機械の普及促進に関する規程（平成 18年３月 17日付け国土交通

省告示第 348号）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要

領（平成 18年３月 17日付け国総施第 215号）」に基づき指定された

排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。排出ガス対策型

建設機械を使用できない場合は、平成 7年度建設技術評価制度公募課

題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発

目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建

設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した

建設機械についても、排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことが

できる。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものと

する。 
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２．材 料 

  

2.4 材料品目 

2.4.13 JIS、JWWA及び JDPA等の水道用材料 

(２) ＪＷＷＡ規格の水道用品 

Ｂ 103   水道用地下式消火栓 

Ｂ 107   水道用分水栓 

Ｂ 120   水道用ソフトシール仕切弁 

Ｂ 121   水道用大口径バタフライ弁 

Ｂ 122   水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 

Ｂ 126   水道用補修弁 

Ｂ 129   水道用逆流防止弁 

Ｂ 131   水道用歯車付仕切弁 

Ｂ 134   水道用減圧式逆流防止器 

Ｂ 135   水道用ボール式単口消火栓 

Ｂ 137   水道用急速空気弁 

Ｂ 138   水道用バタフライ弁 

Ｇ 113   水道用ダクタイル鋳鉄管 

Ｇ 114   水道用ダクタイル鋳鉄異形管 

Ｇ 115   水道用ステンレス鋼鋼管 

Ｇ 116   水道用ステンレス鋼鋼管継手 

Ｇ 117   水道用塗覆装鋼管 

Ｇ 118   水道用塗覆装鋼管の異形管 

Ｇ 120   水道用ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 

Ｇ 121   水道用ＧＸ形ダクタイル鋳鉄異形管 

２．材 料 

  

2.4 材料品目 

2.4.13 JIS、JWWA及び JDPA等の水道用材料 

(２) ＪＷＷＡ規格の水道用品 

Ｂ 103   水道用地下式消火栓 

Ｂ 107   水道用分水せん 

Ｂ 120   水道用ソフトシール仕切弁 

Ｂ 121   水道用大口径バタフライ弁 

Ｂ 122   水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁 

Ｂ 126   水道用補修弁 

Ｂ 129   水道用逆流防止弁 

Ｂ 131   水道用歯車付仕切弁 

Ｂ 134   水道用減圧式逆流防止器 

Ｂ 135   水道用ボール式単口消火栓 

Ｂ 137   水道用急速空気弁 

Ｂ 138   水道用バタフライ弁 

Ｇ 113   水道用ダクタイル鋳鉄管 

Ｇ 114   水道用ダクタイル鋳鉄異形管 

Ｇ 115   水道用ステンレス鋼鋼管 

Ｇ 116   水道用ステンレス鋼鋼管継手 

Ｇ 117   水道用塗覆装鋼管 

Ｇ 118   水道用塗覆装鋼管の異形管 
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Ｋ 116   水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 

Ｋ 129   水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP,VP) 

Ｋ 130   水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手   

(HIVP,VP) 

Ｋ 131   水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管 

Ｋ 144   水道配水用ポリエチレン管 

Ｋ 145   水道配水用ポリエチレン管継手 

Ｋ 146   水道用液状シール剤 

Ｋ 150   水道用ライニング鋼管用管端防食形継手 

Ｋ 153   水道用ジョイントコート 

Ｋ 158   水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 

Ｓ 101   水道用硬質塩化ビニル管の接着剤 

(４) ＰＴＣ規格の水道用品 

   Ｂ 22   水道配水用ポリエチレン管挿し口付 

ソフトシール仕切弁 

   Ｇ 32   水道配水用ポリエチレン管挿し口付 

ダクタイル鋳鉄異形管 

Ｋ 03   水道配水用ポリエチレン管 

   Ｋ 13   水道配水用ポリエチレン管継手 

 

 

 

Ｋ 116   水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 

Ｋ 129   水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP,VP) 

Ｋ 130   水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管継手   

(HIVP,VP) 

Ｋ 131   水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管 

 

 

Ｋ 146   水道用液状シール剤 

Ｋ 150   水道用ライニング鋼管用管端防食形継手 

Ｋ 153   水道用ジョイントコート 

Ｋ 158   水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 

Ｓ 101   水道用硬質塩化ビニル管の接着剤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設) 
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３．工 事 

  

3.4 コンクリート工 

3.4.1 一般事項 

１．受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのな

い事項については、「コンクリート標準示方書（施工編）」（土木学会、

2017年制定）のコンクリートの品質の規定によらなければならない。

これ以外による場合は、施工前に、設計図書に関して監督職員の承諾

を得なければならない。 

 

3.4.2 適用すべき諸基準 

１．受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、

下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相

違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義が

ある場合は監督職員に確認を求めなければならない。 

土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)           (2017年制定) 

土木学会 コンクリート標準示方書(設計編)           (2017年制定) 

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針             (2017年版) 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について   

 (平成 14年 7月 31日) 

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について 

 (平成 14年 7月 31日) 

土木学会 鉄筋定着・継手指針                        (2020年版) 

(公社)日本鉄筋継手圧接協会 鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継手工事 

                                                 (2019年 3月) 

３．工 事 

  

3.4 コンクリート工 

3.4.1 一般事項 

１．受注者は、コンクリートの施工にあたり、設計図書に定めのな

い事項については、「コンクリート標準示方書（施工編）」（土木学会、

平成 25年３月）のコンクリートの品質の規定によらなければならな

い。これ以外による場合は、施工前に、設計図書に関して監督職員の

承諾を得なければならない。 

 

3.4.2 適用すべき諸基準 

１．受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、

下記の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相

違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義が

ある場合は監督職員に確認を求めなければならない。 

土木学会 コンクリート標準示方書(施工編)         (平成 25年 3月) 

土木学会 コンクリート標準示方書(設計編)        (平成 25年 3月) 

土木学会 コンクリートのポンプ施工指針         (平成 24年 6月) 

国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について  

 (平成 14年 7月 31日) 

国土交通省 「アルカリ骨材反応抑制対策について」の運用について 

 (平成 14年 7月 31日) 

土木学会 鉄筋定着・継手指針                     (平成 20年 8月) 

(公社)日本鉄筋継手圧接協会 鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継手工事 

                                               (平成 19年 8月) 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

 

(変更) 
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3.4.3 工場の選定 

(１)受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、Ｊ

ＩＳマーク表示認証製品を製造している工場（産業標準化法（平成

30年 5月 30日法律第 33号）に基づき国に登録された民間の第三者

機関（登録認証機関）により認証を受けた工場）で、かつ、コンクリ

ートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する

能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合

設計及び品質管理等を適切に実施できる工場（全国品質管理監査会議

の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）を選定し、

その製品はＪＩＳ Ａ 5308（レディーミクストコンクリート）に適

合するものを用いなければならない。これ以外の場合は、本条（３）、

（４）項の規定よるものとする。 

 

3.4.7 コンクリートの打込み 

15．受注者は、コンクリートポンプを用いる場合は、「コンクリート

のポンプ施工指針（案）５章圧送」（土木学会、2012年版）の規定に

よらなければならない。これにより難い場合は、監督員の承諾を得な

ければならない。また、受注者は、コンクリートプレーサ、ベルトコ

ンベヤ、その他を用いる場合も、材料の分離を防ぐようこれらを配置

しなければならない。 

 

3.6 鉄筋工 

3.6.3 加工 

３．受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の

曲げ半径が示されていない場合は、「コンクリート標準示方書（設計

3.4.3 工場の選定 

(１)受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、Ｊ

ＩＳマーク表示認証製品を製造している工場（改正工業標準化法（平

成 16年６月９日法律 95号）に基づき国に登録された民間の第三者機

関（登録認証機関）により認証を受けた工場）で、かつ、コンクリー

トの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能

力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、配合設

計及び品質管理等を適切に実施できる工場（全国品質管理監査会議の

策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等）を選定し、そ

の製品はＪＩＳ Ａ 5308（レディーミクストコンクリート）に適合

するものを用いなければならない。これ以外の場合は、本条（３）、（４）

項の規定よるものとする。 

 

3.4.7 コンクリートの打込み 

15．受注者は、コンクリートポンプを用いる場合は、「コンクリート

のポンプ施工指針（案）５章圧送」（土木学会、平成 24年６月）の規

定によらなければならない。これにより難い場合は、監督員の承諾を

得なければならない。また、受注者は、コンクリートプレーサ、ベル

トコンベヤ、その他を用いる場合も、材料の分離を防ぐようこれらを

配置しなければならない。 

 

3.6 鉄筋工 

3.6.3 加工 

３．受注者は、鉄筋の曲げ形状の施工にあたり、設計図書に鉄筋の

曲げ半径が示されていない場合は、「コンクリート標準示方書（設計

(変更) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(変更) 
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編）第 13章鉄筋に関する構造細目」（土木学会、2017年制定）の規

定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければなら

ない。 

 

 

編）第 13章鉄筋に関する構造細目」（土木学会、平成 25年３月）の

規定による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければな

らない。 
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Ⅱ 管路工事 

４．管路工事 

  

4.1 施工一般 

4.1.9 埋戻工 

２．埋戻しに際しては、所定の土砂を用いて片埋めにならないよう

に注意するとともに、原則として管上 30cm までは一層の仕上がり厚

15㎝毎に人力により突き固め、その後は当該道路管理者の占用工事

指示書等に従わなければならない。 

 

4.1.13 配管技能者及び不断水せん孔技能者 

１．口径 φ３００㎜以下の配管作業（継手接合を含む）に従事する

技能者は、 (公社)日本水道協会が行う配水管工技能講習会（小口径管）

の受講を修了して(公社)日本水道協会に耐震継手配水管技能者として

登録されている者でＮＳ及びＧＸ講習修了者、またはそれと同等以上

の経験と技術を有した者で、当企業団の承認を得た者でなければなら

ない。 

２．口径 φ３５０㎜以上の配管作業に従事する技能者は、 (公社)日

本水道協会が行う配水管工技能講習会（小口径管）及び配水管工技能

講習会（大口径管）の受講を修了して(公社)日本水道協会に大口径管

技能者として登録されている者でＮＳ講習修了者、またはそれと同等

以上の経験と技術を有した者で、当企業団の承認を得た者でなければ

ならない。 

 

Ⅱ 管路工事 

４．管路工事 

 

4.1 施工一般 

4.1.9 埋戻工 

２．埋戻しに際しては、所定の土砂を用いて片埋めにならないよう

に注意するとともに、原則として管上 30cm までは一層の仕上がり厚

15㎝毎に人力により突き固め、その後は仕上がり厚 20㎝毎に機械に

より締め固めるものとする。 

 

4.1.13 配管技能者及び不断水せん孔技能者 

１．口径 φ３００㎜以下の配管作業（継手接合を含む）に従事する

技能者は、 (公社)日本水道協会が行う配水管工技能講習会Ⅰの受講を

修了して(公社)日本水道協会に耐震継手配水管技能者として登録され

ている者でＮＳ及びＧＸ講習修了者、またはそれと同等以上の経験と

技術を有した者で、当企業団の承認を得た者でなければならない。 

 

２．口径 φ３５０㎜以上の配管作業に従事する技能者は、 (公社)日

本水道協会が行う配水管工技能講習会Ⅰ及び大口径管講習会の受講

を修了して(公社)日本水道協会に大口径管技能者として登録されてい

る者でＮＳ講習修了者、またはそれと同等以上の経験と技術を有した

者で、当企業団の承認を得た者でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

(変更) 
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4.1.17 管の切断 

６．配水用ポリエチレン管の切断 

（１）管軸に対し管端が直角になるように、切断すること。 

（２）高速砥石タイプの切断工具は、熱で管切断面が変形する恐れがあ

るため使用しないこと。 

4.1.24 異形管防護工 

３．口径 350㎜以下の異形管（分岐管、曲管、片落管、仕切弁及び

栓（帽）等）は、設計図書に定めるとおり、原則として G-Link、特

殊押輪、離脱防止金具またはライナにより対応するものとし、コンク

リート防護は行わないものとする。なお、栓（帽）については、設計

図書に定める栓防護工を施工するものとする。 

 

4.3 シールド工事 

4.3.1 一般事項 

３．受注者は、この仕様書に定めのない事項の諸基準については、

下記の指針・示方書等に準じて施工しなければならない。 

（１）シールド工事用標準セグメント（土木学会・日本下水道協会） 

（２）トンネル標準示方書「シールド工法編」・同解説（土木学会） 

 

4.3.4 シールド掘進機 

３．受注者は、シールド機の設計製作にあたっては、「土木学会トン

ネル標準示方書（シールド工法編）・同解説」に準拠しなければなら

ない。 

 

4.1.17 管の切断 

 

 

 

 

4.1.24 異形管防護工 

３．口径 350㎜以下の異形管（分岐管、曲管、片落管、仕切弁及び

栓（帽）等）は、設計図書に定めるとおり、原則として特殊押輪、離

脱防止金具またはライナにより対応するものとし、コンクリート防護

は行わないものとする。なお、栓（帽）については、設計図書に定め

る栓防護工を施工するものとする。 

 

4.3 シールド工事 

4.3.1 一般事項 

３．受注者は、この仕様書に定めのない事項の諸基準については、

下記の指針・示方書等に準じて施工しなければならない。 

（１）シールド工事用標準セグメント（土木学会・日本下水道協会） 

（２）トンネル標準示方書「シールド編」・同解説（土木学会） 

 

4.3.4 シールド掘進機 

３．受注者は、シールド機の設計製作にあたっては、「土木学会トン

ネル標準示方書（シールド編）・同解説」に準拠しなければならない。 

 

 

(新規) 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

(変更) 
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１１．道路復旧工事 
  

11.3 下層路盤工（下層路盤材） 

11.3.1 下層路盤の品質 

４．下層路盤材の確認 

(1) 受注者は、下層路盤材について品質証明書を監督職員に提出しな 

ければならない。ただし、受注者は、これまでに使用実績がある材

料を下層路盤に用いる場合には、その試験成績書を提出し、監督職

員が承諾したときに限り、これを省略することができる。 

 

 

11.6 上層路盤工（粒度調整路盤工） 

11.6.2 粒度調整路盤材 

３．粒度調整路盤材の確認 

 (1)  受注者は、粒度調整路盤材について品質証明書を監督職員に提出

しなければならない。 

 

11.8 上層路盤工（加熱アスファルト安定処理） 

11.8.2 アスファルト舗装の材料 

４．受注者は、以下の材料の品質証明書を、工事に使用する前に監

督職員に提出しなければならない。ただし、これまでに使用実績があ

るものを用いる場合には、その試験成績表を監督職員が承諾した場合

には、受注者は、試験結果の提出を省略する事ができるものとする。 

５．受注者は、使用する以下の材料の品質証明書を工事に使用する

前に監督職員に提出しなければならない。 

 

１１．道路復旧工事 
  

11.3 下層路盤工（下層路盤材） 

11.3.1 下層路盤の品質 

４．下層路盤材の確認 

(1)  受注者は、下層路盤材の試料及び試験結果について、工事に使用

する前に監督職員に提出しなければならない。ただし、受注者は、

これまでに使用実績がある材料を下層路盤に用いる場合には、その

試験成績書を提出し、監督職員が承諾したときに限り、これを省略

することができる。 

 

11.6 上層路盤工（粒度調整路盤工） 

11.6.2 粒度調整路盤材 

３．粒度調整路盤材の確認 

 (1) 受注者は、粒度調整路盤材の試料及び試験結果について、工事に使

用する前に監督職員に提出しなければならない。 

 

11.8 上層路盤工（加熱アスファルト安定処理） 

11.8.2 アスファルト舗装の材料 

４．受注者は、以下の材料の試験結果を、工事に使用する前に監督

職員に提出しなければならない。ただし、これまでに使用実績がある

ものを用いる場合には、その試験成績表を監督職員が承諾した場合に

は、受注者は、試験結果の提出を省略する事ができるものとする。 

５．受注者は、使用する以下の材料の試験成績書を工事に使用する

前に監督職員に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

(変更) 
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11.11 骨材 

11.11.5 骨材の確認 

１．受注者は、骨材について品質証明書を監督職員に提出しなけれ

ばならない。ただし、受注者は、これまでに使用実績がある材料を骨

材に用いる場合は、その試験成績書を提出し、監督職員が承諾したと

きに限り、これを省略することができる。 

 

 

11.16 各種の舗装 

11.16.1 歩行者系舗装 

７．表層及び混合物の承諾 

(1)  受注者は、工事に使用する前に表層に用いる材料の品質証明書を

監督職員に提出しなければならない。 

 

11.11 骨材 

11.11.5 骨材の確認 

１．受注者は、工事に使用する前に骨材試験を実施し、その試験結

果及び試料を監督職員に提出しなければならない。ただし、受注者は、

これまでに使用実績がある材料を骨材に用いる場合は、その試験成績

書を提出し、監督職員が承諾したときに限り、これを省略することが

できる。 

 

11.16 各種の舗装 

11.16.1 歩行者系舗装 

７．表層及び混合物の承諾 

(1)  受注者は、工事に使用する前に表層に用いる材料の品質証明書ま

たは試験成績書について監督職員に提出しなければならない。 

 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

 

 

(変更) 
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Ⅳ 電気・通信・機械設備工事等 

１３．共通事項 

  

13.1 施工一般 

13.1.1 適用範囲 

１．この章は、浄水場並びに送水施設における電気・通信・機械工

事等に適用するものとする。 

 

13.1.16 耐震設計基準 

各種機器、配電盤等の据付けにあたっては、次の資料に基づき耐震

検討を行い、これに沿って施工するものとする。 

 (1)  変電所等における電気設備の耐震設計指針（（一社）日本電気協会） 

 

13.1.18 施工 

４．ＪＩＳに制定されているものは、これに適合し、かつ電気用品

安全法（令和 2年 6月 12日法律第 49号）の適用を受けるものは形

式承認済みのものを使用するものとする。また、電力供給会社が形式

を制定しているものはこれによるものとする。 

 

13.1.19 安全対策 

３．屋外、屋内に高圧の機器等を設置するときは、取扱者以外の者

が立ち入らないよう、柵・塀等の施設を設置し、次のような安全措置

を講じなければならない。  

 

 

Ⅳ 電気・機械計装設備工事 

１３．共通事項 

 

13.1 施工一般 

13.1.1 適用範囲 

１．この章は、浄水場並びに送水施設における電気・機械・計装設

備工事に適用するものとする。 

 

13.1.16 耐震設計基準 

各種機器、配電盤等の据付けにあたっては、次の資料に基づき耐震

検討を行い、これに沿って施工するものとする。 

 (1)  変電所等における電気設備の耐震対策指針（（一社）日本電気協会） 

 

13.1.18 施工 

４．ＪＩＳに制定されているものは、これに適合し、かつ電気用品

安全法（平成 26年 6月 18日法律第 72号）の適用を受けるものは形

式承認済みのものを使用するものとする。また、電力供給会社が形式

を制定しているものはこれによるものとする。 

 

13.1.19 安全対策 

３．屋外、屋内に高圧の機器等を設置するときは、取扱者以外の者

が立ち入らないよう、柵・塀等の施設を設置し、次のような安全措置

を講じなければならない。  

 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

 

(変更) 
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 (1)  柵・塀等の周囲及び出入口に設ける表示には、JIS規格に適合し

た安全標識を設置すると共に子供等に対して注意を促すため、「あぶ

ないから、はいってはいけない。」旨明記した平仮名または絵による

表示を設けること。 

 (1)  柵・塀等の周囲及び出入口に設ける表示には、子供等に対して注

意を促すため、「あぶないから、はいってはいけない。」旨明記した

平仮名または絵による表示を設けること。 

 

(変更 
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１４．電気設備工事 

  

14.2 機器 

14.2.2 電気盤 

３．コントロールセンタ 

(3)  構 造 

① 金属外箱は鋼板を使用し、主用構造材料は収納機器の重量、作

動による衝撃などに十分耐えうる強度を有するものとする。なお、

鋼板の厚さは扉及び側面版 2.3㎜以上、その他は 1.6㎜以上とする

ものとする。 

 

14.2.4 高圧機器 

３．進相用コンデンサ 

   (1) 準拠規格    ＪＩＳ Ｃ 4902-1 

４．直列リアクトル 

   (1) 準拠規格    ＪＩＳ Ｃ 4902-2 

 

14.3 材料 

14.3.1 使用材料 

５．接地材料 

   (1)  Ａ種接地工事、Ｂ種接地工事及びＣ種接地工事の接地極は、原

則ＪＩＳ Ｈ 3100「銅及び銅合金の板及び条」に適合する 1.5

㎜×900㎜×900㎜の銅板とするものとする。 

 

 

１４．電気設備工事 

  

14.2 機器 

14.2.2 電気盤 

３．コントロールセンタ 

(3)  構 造 

① 金属外箱は鋼板を使用し、主用構造材料は収納機器の重量、作

動による衝撃などに十分耐えうる強度を有するものとする。なお、

鋼板の厚さは 2.3㎜以上、その他は 1.6㎜以上とするものとする。 

 

 

14.2.4 高圧機器 

３．進相用コンデンサ 

   (1) 準拠規格    ＪＩＳ Ｃ 4902 

４．リアクトル 

   (1) 準拠規格    ＪＩＳ Ｃ 4902 

 

14.3 材料 

14.3.1 使用材料 

５．接地材料 

   (1)  Ａ種接地工事、Ｂ種接地工事及びＣ種接地工事の接地極は、Ｊ

ＩＳ Ｈ 3100「銅及び銅合金の板及び条」に適合する 1.5㎜×

900㎜×900㎜の銅板とするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(変更) 
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14.4 据付 

14.4.1 電気盤の据付 

２．機器据付 

(4)  その他 

⑤ 屋外受変電設備のフェンスの出入口には、JIS規格に適合した

立入禁止等の注意標識を取付け、施錠装置を設けるものとする。 

 

14.5 工事 

14.5.1 ケーブル工事 

３．配線方法 

(1)  ケーブルラックによる方法 

③ 原則として、特別高圧、高圧及び低圧ケーブル、弱電流電線、

並びに水道管、ガス管を同一のラック上に配線しないものとする。

ただし、やむを得ず同一のラック上に配線する場合は、「電気設備に

関する技術基準を定める省令（令和 3年 9月経済産業省令第 28号）」

（離隔距離、施設方法）を遵守するものとする。 

 

14.5.2 電線管工事 

４．防火区画等の施工方法 

(2)  防火区画の施工方法 

①  金属管、ケーブルラック及びダクトが防火区画の防火壁を貫通

する場合は、建築基準法令など関係法令に基づき施工するものとす

る。 

 

 

14.4 据付 

14.4.1 電気盤の据付 

２．機器据付 

(4)  その他 

⑤ 屋外受変電設備のフェンスの出入口には、立入禁止等の注意標

識を取付け、施錠装置を設けるものとする。 

 

14.5 工事 

14.5.1 ケーブル工事 

３．配線方法 

(1)  ケーブルラックによる方法 

③ 原則として、特別高圧、高圧及び低圧ケーブル、弱電流電線、

並びに水道管、ガス管を同一のラック上に配線しないものとする。

ただし、やむを得ず同一のラック上に配線する場合は、「電気設備に

関する技術基準を定める省令（平成 24年 9月経済産業省令第 68

号）」（離隔距離、施設方法）を遵守するものとする。 

 

14.5.2 電線管工事 

４．防火区画等の施工方法 

(2)  防火区画の施工方法 

①  金属管、ケーブルラック及びダクトが防火区画の防火壁を貫通

する場合は、建築基準法令に基づき施工するものとする。 

 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(変更) 
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14.6 接地 

14.6.1 接地一般 

３．Ｃ種接地工事を施す電気工作物 

(5)  金属管配線、金属製可撓電線管配線、金属ダクト配線、金属バ

スダクト配線による使用電圧が 300Ｖを超える低圧屋内配線の管、

ダクト。 

(7) ガス蒸気危険場所及び粉塵等の危険箇所の電気機械器具等。 

４．Ｄ種接地工事を施す電気工作物 

(6)  使用電圧 300Ｖ以下の低圧の金属管配線、金属製可撓電線管配

線、金属ダクト配線、バスダクト配線、金属フロアダクト配線に使

用する管、ダクト及びその付属品等。 

(7)  使用電圧 300Ｖ以下のケーブル配線に使用するケーブルの保護

装置の金属製部分、ケーブルラック及びケーブルの金属被覆等。た

だし、次のものは省略できるものとする。 

② 使用電圧が直流 300Ｖまたは交流対地電圧 150Ｖ以下で、人が

容易に触れるおそれのない場所に施設する長さ８ｍ以下の金属管、

ケーブルの保護装置の金属製部分及びケーブルの金属被覆、機械器

具の鉄台及び金属製外箱等（屋内のみ省略可能）。 

③ 長さ４ｍ以下の金属製可とう電線管。 

７．接地工事の施工方法 

(1)  Ａ種及びＢ種接地工事の施工 

④ 接地線は、地下 0.75ｍから地上 2.5ｍまでの部分を硬質ビニル

管またはこれと同等以上の絶縁効力及び機械強さのあるもので覆う

とともに施工後の地盤沈下による断線を防止するものとする。 

 

14.6 接地 

14.6.1 接地一般 

３．Ｃ種接地工事を施す電気工作物 

(5)  金属管配線、可撓電線管配線、金属ダクト配線、バスダクト配

線による使用電圧が 300Ｖを超える低圧屋内配線の管、ダクト。 

 

(7) ガス蒸気危険場所及び粉塵等の危険箇所の電気機械器具。 

４．Ｄ種接地工事を施す電気工作物 

(6)  使用電圧 300Ｖ以下の低圧の金属管配線、可撓電線管配線、金

属ダクト配線、バスダクト配線、フロアダクト配線、に使用する管、

ダクト及びその付属品。 

(7)  使用電圧 300Ｖ以下のケーブル配線に使用するケーブルの保護

装置の金属製部分、ケーブルラック及びケーブルの金属被覆等。た

だし、次のものは省略できるものとする。 

② 使用電圧が直流 300Ｖまたは交流対地電圧 150Ｖ以下で、人が

容易に触れるおそれのない場所に施設する長さ８ｍ以下の金属管、

ケーブルの保護装置の金属製部分及びケーブルの金属被覆、機械器

具の鉄台及び金属製外箱等。 

③ 長さ４ｍ以下の可とう電線管。 

７．接地工事の施工方法 

(1)  Ａ種及びＢ種接地工事の施工 

④ 接地線は、地下 0.75ｍから地上 2.0ｍまでの部分を合成樹脂管

またはこれと同等以上のもので覆うとともに施工後の地盤沈下によ

る断線を防止するものとする。 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

(変更) 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

(変更) 

 

 

(変更) 
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８．共同接地、その他 

特記仕様書に定めのない場合は、次のとおりとする。 

(3)  高圧ケーブル及び制御ケーブルの金属遮へい体は、原則配電盤

側または機器側の１箇所で接地するものとする。 

(4)  計器用変成器の２次回路は、原則として配線盤側接地とするも

のとする。 

10．接地極設置位置等の表示 

設置極は、その設置箇所ごとに次のとおり設置位置表示を取付ける

ものとする。ただし、Ｄ種接地工事については、監督職員の指示する

ものする。 

 

８．共同接地、その他 

特記仕様書に定めのない場合は、次のとおりとする。 

(3)  高圧ケーブル及び制御ケーブルの金属遮へい体は、配電盤側ま

たは機器側の１箇所で接地するものとする。 

(4)  計器用変成器の２次回路は、原則として配線盤側とするものと

する。 

10．接地極設置位置等の表示 

設置極は、その設置箇所ごとに次のとおり設置位置表示を取付ける

ものとする。ただし、Ｄ種設置工事については、監督職員の指示する

ものする。 

 

 

 

(変更) 

 

(変更) 

 

(変更) 
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１５．機械設備工事 

  

15.2 機器 

15.2.2 浄水機械設備 

２．空気源設備 

(1)  空気圧縮機 

④ 振動については、振動規制法及び各市町村の公害防止条例等を満

足するための措置を講じるものとする。 

 

15.3 材料 

15.3.1 材料一般 

５．材質試験 

(2)  ＪＩＳ Ｚ 2242    金属材料のシャルビー衝撃試験方法 

 

15.4 機械工事 

15.4.1 機器等の製作 

４．溶接箇所については、その用途に応じカラーチェック、放射線透

過検査を行うものとするが、監督職員の指示がある場合はこの限りで

はない。また、法に定められたものはこれに従うものとする。 

 

 

１５．機械設備工事 

  

15.2 機器 

15.2.2 浄水機械設備 

２．空気源設備 

(1)  空気圧縮機 

④ 振動を防止するための措置を講じるものとする。 

 

 

15.3 材料 

15.3.1 材料一般 

５．材質試験 

(2)  ＪＩＳ Ｚ 2242    金属材料衝撃試験方法 

 

15.4 機械工事 

15.4.1 機器等の製作 

４．溶接箇所については、その用途に応じカラーチェック、放射線

検査を行うものとするが、監督職員の指示がある場合はこの限りでは

ない。また、法に定められたものはこれに従うものとする。 

 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

 

(変更) 
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Ⅴ 工事関係要領等 

１９－１．完成図作成要領（用水供給事業） 

 

6.記載事項 

(1)  標題 

表題の様式は、図－１のとおりとし、その位置は、設計図の右下

隅にある枠線に取り付けるものとする。 

 

 

Ⅴ 工事関係要領等 

１９－１．完成図作成要領（用水供給事業） 

 

6.記載事項 

(1)  標題 

表題の様式は、図－１のとおりとし、その位置は、設計図の右下、

右辺は縁取りに付け、下辺は 12㎜程度縁取りから離すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

(変更) 

 

上記のほか、「Ⅴ 工事関係要領等 ２４．かずさ水道広域連合企業団建設工事適正化指導要綱」を削除しています。 


